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保険福祉安全・安心子育て

内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ

教育 税 くらし

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
と
類
似
し
た

�
ペ
ダ
ル
付
き
電
動
２
輪
車
に
要
注
意

【
事
例
1
】

　
ア
ク
セ
ル
走
行
で
き
る
電
動
自
転
車
を
購

入
。
取
扱
説
明
書
を
見
る
と
、
公
道
で
は
走

れ
な
い
自
転
車
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

【
事
例
2
】

　
購
入
し
た
電
動
自
転
車
が
急
発
進
し
た
た

め
、
転
倒
し
怪
我
を
し
た
。

【
解
説
】

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
な
ど
で
、
外
観
が

電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
と
類
似
し
た
ペ
ダ
ル

付
電
動
２
輪
車
が「
電
動
自
転
車
」な
ど
の
名

称
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ペ
ダ
ル
付
き
電
動
２
輪
車
の
中
で
、
モ
ー

タ
ー
の
み
で
も
走
行
す
る
な
ど
の
機
能
を
有

し
た
も
の
は
、
ペ
ダ
ル
を
用
い
て
人
の
力
の

み
で
走
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
転
車

と
は
み
な
さ
れ
ず
、「
原
動
機
付
自
転
車
」と

み
な
さ
れ
ま
す
。
原
動
機
付
自
転
車
は
道
路

運
送
車
両
の
保
安
基
準
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
保
安
部
品
な
ど
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば

公
道
走
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

運
転
免
許
の
取
得
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ナ

ン
バ
ー
の
取
得・
表
示
な
ど
の
義
務
も
あ
り

ま
す
。

　
警
察
庁
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
ア

シ
ス
ト
比
率
が
道
路
交
通
法
の
基
準
に
適
合

し
て
い
な
い「
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
」と
称

す
る
製
品
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
路
交

通
法
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
は
、

た
と
え
ペ
ダ
ル
を
用
い
て
人
の
力
の
み
に

よ
っ
て
走
行
す
る
と
し
て
も
原
動
機
付
自
転

車
と
み
な
さ
れ
、
自
転
車
と
し
て
公
道
を
走

行
し
て
は
い
け
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
道

路
交
通
法
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
電
動

ア
シ
ス
ト
自
転
車
で
道
路
を
走
行
す
る
と
法

令
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
急

発
進
や
急
加
速
の
原
因
に
な
る
他
、
不
意
に

強
い
ア
シ
ス
ト
力
が
加
わ
る
こ
と
で
バ
ラ
ン

ス
を
崩
す
な
ど
危
険
で
す
。
道
路
交
通
法
の

基
準
に
適
合
し
な
い
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車

に
乗
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

購
入
に
際
し
て
は
、
型
式
認
定
の
Ｔ
Ｓ

マ
ー
ク（
＊
）を
目
安
に
す
る
な
ど
、
道
路
交

通
法
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
を
よ
く
確

認
し
、
公
道
走
行
が
可
能
か
慎
重
に
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

（
＊
）電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
と
し
て
道
路
交

通
法
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
基
準
に
適
合
し

た
自
転
車
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
か
ら
認

定
を
受
け
た
も
の
に
添
付
で
き
る
マ
ー
ク
で

す
。型
式
認
定
を
受
け
る
こ
と
は
任
意
で
す
。

問
相
談
専
用
電
話（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
８
・
３
６
０
０

時
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分

土・日・祝
日
の
相
談
窓
口　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

℡�

局
番
な
し
の
１８８

時
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

納税には便利な口座振替を

　個人市民税・府民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税お
よび軽自動車税の納税には、便利な口座振替を利用してくださ
い。
　平成３０年度分口座振替の申し込みや変更は、３月３０日（金）ま
でに納税課または市内金融機関などで申し込んでください。
　納税課窓口でキャッシュカードのみで簡単に口座振替の登録
手続きができます。すでに利用している人は、自動継続されます。
問納税課���℡０６－６９９２－１８５１

　
自
身
や
家
族
の
安
心
の
た
め
に
も
、
日
頃

か
ら
飲
料
水
の
備
蓄
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、最
低
限
必
要
な
飲
料
水
の
目
安
は
、

１
人
１
日
あ
た
り
３
ℓ
で
す
。

問
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
６
７
７
１

�

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付

さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

�

確
定
申
告
は
お
早
め
に

　
平
成
２９
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
期
限
は
３
月
１５
日（
木
）

で
す
。
申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成

し
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
送
信
、
郵
便
や
信

書
便
に
よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外

収
受
箱
へ
の
投
函
に
よ
る
提
出
が
便
利
で
す

の
で
、
申
告
書
は
ご
自
身
で
作
成
し
、
で
き

る
だ
け
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

還
付
さ
れ
る
税
金
が
あ
る
場
合
の
受
取
方
法

　
還
付
金
の
受
け
取
り
に
振
り
込
み
を
希
望

す
る
場
合
は
、
確
定
申
告
書
の「
還
付
さ
れ

る
税
金
の
受
取
場
所
」欄
に
、
振
込
先
金
融

�

原
付
な
ど
の
廃
車
は
お
早
め
に

　
４
月
１
日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽

自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型

自
動
車
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
、
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
車
な
ど
を
人
に
譲
っ
た
り
、
市

外
に
住
所
変
更
を
し
た
り
、
盗
難・
廃
車
な

ど
で
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
３
月

３０
日（
金
）ま
で
に
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い（
左
表
）。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

大
規
模
災
害
に
備
え

�

飲
料
水
の
備
蓄
を

車種
原動機付自転車
(１２５CC以下)
小型特殊自動車

軽自動車
(軽三輪・軽四輪)

軽二輪
(１２６～２５０CC)
二輪の小型自動車
(２５１CC以上)

手続き、
問い合わせ
先

課税課税政担当
℡０６-６９９２-１4５８

軽自動車検査協会
大阪主管事務所高槻支所
高槻市大塚町4-２０-１
℡０５０-３８１６-１８4１

近畿運輸局
大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町１２-１
℡０５０-５５4０-２０５８

廃車時に
必要なもの

・ナンバープレート
・�原動機付自転車申告済
証

・印鑑
・本人確認書類
（�運転免許証、健康保険
証など）

上記へ問い合わせください。

注�原動機付自転車（１２５ｃｃ以下）・小型特殊自動車の廃車の手続きをバイク買取業者・廃品回収業者
などに依頼した場合は、市が発行した廃車受付書を必ず業者から受け取ってください。廃車手
続きがされているか不明な場合は、問い合わせください。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
差
し
押
さ
え
、
公
売
な

ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
税
の
納
付
催
告
に
応
じ
な
い
滞

納
者
に
対
し「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

へ
の
引
継
予
告
書
を
４
月
に
順
次
発
送
し
ま

す
。

　
引
継
予
告
書
を
発
送
し
て
も
完
納
に
至
ら

な
か
っ
た
事
案
は
、
同
機
構
に
お
い
て
大
阪

府
と
共
同
し
、徹
底
し
た
財
産
調
査
を
行
い
、

差
し
押
さ
え
や
公
売
を
実
施
す
る
な
ど
、
よ

り
厳
正
な
滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

機
関
名
、預
金
の
種
類
お
よ
び
口
座
番
号（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
の
貯
金
口
座
の
場
合
は
、
記
号

番
号
の
み
）を
正
確
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

振
込
先
の
預
貯
金
口
座
は
申
告
者
ご
本
人
名

義
の
も
の（
氏
名
の
み
の
口
座
）を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

事
前
準
備
、
送
信
方
法
、
エ
ラ
ー
解
消
な
ど

作
成
コ
ー
ナ
ー
の
使
い
方
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ

問�

ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク

℡�

０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１

受
付
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日
午
前
９
時
～

午
後
５
時（
祝
日
を
除
く
）

備�

受
付
時
間
は
、
時
期
に
よ
り
延
長
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
を
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

右
記
の
電
話
番
号
が
利
用
で
き
な
い
場
合

℡�

０
３
・
５
６
３
８
・
５
１
７
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
に
な
る
場
合

の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
設
定
な
ど

の
問
い
合
わ
せ

問�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

7�

０
１
２
０
・
９
５
・
０
１
７
８

受
付
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日
午
前
９
時
３０

分
～
午
後
８
時（
土・日
、祝
日
午
前
９
時
３０

分
～
午
後
５
時
３０
分
）

備�

受
付
時
間
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
電
話
番
号
が
利
用
で
き
な
い
場
合

℡�

０
５
０
・
３
８
１
８
・
１
２
５
０

申
告
書
の
作
成
な
ど
に
あ
た
っ
て
不
明
な
点

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

問�

門
真
税
務
署

℡�

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

備�

自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
ま
す
。
相
談
内

容
に
応
じ
て
該
当
の
番
号
を
選
択
し
て
く

だ
さ
い
。

平成２９年分所得税等の申告書作成会場の日程表
会場 開設日程 開設時間

守口門真
商工会館

２月１６日（金）～
３月１５日（木）

【土・日を除く】

９:００～１7:００
注�申告相談の受付時間は１６:００まで
（混雑状況により、早めに相談受付を
終了させていただく場合があります）

備�贈与税の申告相談についても、守口門真商工会館で対応しています。
　�門真税務署では、上記の期間は庁舎内に「申告書作成会場」はありません。
上記以外の期間は、通常の相談窓口での対応となります。混雑状況によっ
ては長時間お待ちいただくこともありますので、ご理解とご協力をお願い
します。

市税の休日納付相談

　平日、仕事などで忙しい人
や、病気・失業などで市税を
納付できない人は利用してく
ださい。
時３月２５日（日）９:００～１３:００
場・問納税課
℡０６－６９９２－１８５２～１８５4

時�３月１５日（木）までの９:００～１7:３０
　（土・日を除く）
休日受付　
時�３月１１日（日）
　１０:００～１５:００
場・問課税課市民税担当
℡０６－６９９２－１4５６

個人市民税・
府民税の申告


